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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次

第53期

第１四半期連結

累計（会計）期間

第54期

第１四半期連結

累計(会計)期間

第53期

会計期間
自　平成21年４月１日

至　平成21年６月30日

自　平成22年４月１日

至　平成22年６月30日

自　平成21年４月１日

至　平成22年３月31日

営業収益 （百万円） 85,611 91,416 344,900

経常利益 （百万円） 1,790 2,024 9,916

四半期（当期）純利益又は
四半期純損失（△）

（百万円） 835 △228 3,945

純資産額 （百万円） 55,960 57,767 58,578

総資産額 （百万円） 175,742 183,431 176,440

１株当たり純資産額 （円） 1,082.90 1,118.34 1,134.05

１株当たり四半期（当期）純利
益又は四半期純損失（△）

（円） 16.40 △4.48 77.46

潜在株式調整後１株当たり四半
期(当期)純利益

（円） 16.24 － 76.71

自己資本比率 （％） 31.4 31.1 32.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） 6,938 5,944 16,004

投資活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △2,378 △2,037 △10,453

財務活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） 123 156 △5,291

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

（百万円） 13,683 13,323 9,259

従業員数 （名） 4,053 4,288 4,041

(注) １　営業収益は、売上高と営業収入の合計です。なお、営業収益には、消費税等は含まれておりません。

２　第54期第１四半期連結累計(会計)期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在

しますが１株当たり四半期純損失のため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれる事業

の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても、異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。

新たに関係会社となった会社

名称 住所

資本金

又は出資金

(百万円)

主要な事業の内容

議決権の所有

(又は被所有)割合

(％)

関係内容

（連結子会社） 　 　 　 　 　

　㈱セイソー 愛知県小牧市 10 流通関連事業
100.0
(100.0)

営業店舗の清掃
役員の兼任…１名

(注) １　「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報の名称を記載しております。

２　「議決権の所有（又は被所有）割合」欄の（内書）は間接所有であります。

　

４ 【従業員の状況】

(1)　連結会社の状況

平成22年６月30日現在

従業員数(名) 4,288(9,049)

(注) 従業員は就業人員であり、臨時従業員数は（　）内に当第１四半期連結会計期間の平均雇用人員(１日８時間勤務

換算)を外数で記載しております。

　

(2)　提出会社の状況

平成22年６月30日現在

従業員数(名) 2,205(4,918)

(注) 従業員は就業人員であり、臨時従業員数は（　）内に当第１四半期会計期間の平均雇用人員(１日８時間勤務換算)

を外数で記載しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【販売及び仕入の状況】

(1)　販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 営業収益(百万円) 前年同四半期比(％)

スーパーマーケット事業 64,670 ─

ホームセンター事業 9,563 ─

ドラッグストア事業 12,248 ─

スポーツクラブ事業 2,140 ─

流通関連事業 1,447 ─

その他 1,282 ─

合計 91,353 ─

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　
(2)　仕入実績

当第１四半期連結会計期間における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 仕入高(百万円) 前年同四半期比(％)

スーパーマーケット事業 46,717 ─

ホームセンター事業 6,760 ─

ドラッグストア事業 9,164 ─

スポーツクラブ事業 176 ─

流通関連事業 1,786 ─

その他 768 ─

合計 65,374 ─

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

　

２ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結会計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告

書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結はありません。
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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）

が判断したものであります。

(1)　経営成績の状況

当第1四半期連結会計期間におけるわが国経済は、ギリシャ財政危機に端を発した欧州金融不安により、

株式市場の低迷や雇用情勢の悪化の影響による個人消費の低迷が続くなど、長期的なデフレ傾向の様相を

呈しており、企業を取り巻く環境は、依然厳しい状況であります。

当社グループでは積極出店による事業規模の拡大を図ると共に、より高品質・低価格を目指した商品開

発、従業員教育充実によるサービスレベルの向上等により、店舗における営業力の強化を進めて参りまし

た。

以上の結果、当第１四半期連結会計期間における連結営業収益は914億16百万円（前年同四半期比6.8％

増）、連結営業利益は18億92百万円（前年同四半期比15.0％増）、連結経常利益は20億24百万円（前年同四

半期比13.1％増）となりました。一方、四半期純損益は「資産除去債務に関する会計基準」の適用に伴う特

別損失14億83百万円を計上したこと等により連結四半期純損失は2億28百万円（前年同期は四半期純利益

８億35百万円）となりました。

事業のセグメント別の状況は次のとおりであります。

＜スーパーマーケット事業＞

スーパーマーケット事業につきましては、基幹事業として業容拡大と営業力強化の両面に注力いたしま

した。店舗につきましては、ＳＭバロー５店舗を新規に出店いたしましたほか、昨年度末に買収いたしまし

た㈱ビックポンドストアーのＳＭ７店舗（いずれも静岡県島田市）のうち、井口店をバロー店舗に、他の６

店を食鮮館タイヨーに改装して新規オープンいたしました。㈱ユースにおきましては、東鯖江店（福井県鯖

江市）を増床して営業力強化を図る一方、同市内の桜町店を閉店いたしました。

商品政策では、「サプライズ50」と銘打った自社企画商品の開発を推進し、より低価格かつ高品質な商品

群を提供して参りました。また、チラシによって価格を上下させる販促を減らし、常に安定したお買い得価

格で販売する施策も拡大しております。このような中でＳＭバローにおける既存店売上高は、６月度は前年

比でプラスに転じるなど、成果も着実に挙がって参りました。

以上の結果、営業収益は646億70百万円、営業利益は13億44百万円となりました。

＜ホームセンター事業＞

ホームセンター事業につきましては、昨年度に引き続き既存店の営業力強化に注力いたしました。建築・

農業資材関連の販売強化を目的として６店舗の売場改装を実施し、より魅力的な売場作りを図りました。ま

た、従業員教育を強化することにより、リフォーム部門などの専門知識を必要とする分野でも顧客層の拡大

を図り、より良いサービスの提供に努めて参りました。

以上の結果、営業収益は95億63百万円、営業利益は3億63百万円となりました。

＜ドラッグストア事業＞

ドラッグストア事業につきましては、業態を越えた競合に対処すべく店舗全体の低価格戦略及び経費の

削減に取り組んで参りました。また、３店舗を新たに出店する一方、福井県鯖江市の桜町店を閉店いたしま

した。

以上の結果、営業収益は122億48百万円、営業利益は1億38百万円となりました。
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＜スポーツクラブ事業＞

スポーツクラブ事業につきましては、スタッフの能力向上により、会員満足度の向上と退会率の改善を図

りました。また、愛媛県松山市に「アクトスＷｉｌｌ松山」を出店する一方、大分県大分市の「アクトス大

分」を閉店いたしました。

以上の結果、営業収益は21億40百万円、営業損失は83百万円となりました。

＜流通関連事業＞

流通事業に関連するその他のグループ企業では、流通事業の規模拡大に的確に対応するためのインフラ

整備や、サービスレベルの維持向上を図って参りました。

以上の結果、関連事業の営業収益は14億47百万円、営業利益は6億10百万円となりました。

　

(2)　財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ69億90百万円増加し、1,834億

31百万円となりました。これは主に現金及び預金37億97百万円、棚卸資産11億15百万円及び有形固定資産20

億27百万円の増加によるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べ78億１百万円増加し、1,256億63百万円となりました。これは主に、支払

手形及び買掛金24億44百万円、借入金７億77百万円及び資産除去債務30億17百万円の増加によるものであ

ります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ8億10百万円減少し、577億67百万円となり、自己資本比率は31.1％と

なりました。

　

(3)　キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度に比べ40億63百万

円増加し、133億23百万円となりました。これはフリーキャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フ

ローから投資活動によるキャッシュ・フローを差し引いたもの)が39億6百万円の収入となったこと及び財

務活動によるキャッシュ・フローが1億56百万円の調達となったことによるものであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により得られた資金は、前年同四半期に比べ9億94百万円減少し59億44百万円となりました。こ

れは主に、前年同四半期に比べたな卸資産の増加が５億60百万円増加したこと、法人税等の支払が８億61百

万円増加したこと及び仕入債務の増加が２億64百万円増加したことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、前年同四半期に比べ3億40百万円増加し20億37百万円となりました。こ

れは主に、前年同四半期に比べ有形固定資産の取得が３億68百万円増加したことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果得られた資金は、前年同四半期に比べ33百万円増加し1億56百万円となりました。これは

主に、前年同四半期に比べ短期借入金の純増減額が２億33百万円増加したことによるものであります。
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(4)　事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、事業上及び財務上の対処するべき課題に重要な変更及び新たに生

じた課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容

は次のとおりであります。

Ⅰ　当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

上場会社である当社の株式については、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められているため、

当社取締役会としては、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には株主全体

の意思により決定されるべきであり、当社株式に対する大規模な買付行為に応じて当社株式を売却する

かどうかの判断も、最終的には当該株式を保有する株主の皆様の自由な意思によるべきものと考えます。

しかしながら、当社及び当社グループの経営にあたっては、幅広いノウハウと豊富な経験、並びに顧客

・取引先及び従業員等のステークホルダーとの間に築かれた関係等への十分な理解が不可欠であり、こ

れらに関する十分な理解がなくては、将来実現することのできる株主価値を適正に判断することはでき

ません。当社は、当社株式の適正な価値を株主及び投資家の皆様にご理解いただくようＩＲ活動に努めて

おりますものの、突然大規模な買付行為がなされたときに、買付者の提示する当社株式の取得対価が妥当

かどうかを株主の皆様が短期間の内に適切に判断するためには、買付者及び当社取締役会の双方から適

切かつ十分な情報が提供されることが不可欠です。さらに、当社株式の継続保有をお考えの株主の皆様に

とっても、かかる買付行為が当社に与える影響や、買付者が考える当社の経営に参画したときの経営方

針、事業計画の内容、当該買付行為に対する当社取締役会の意見等の情報は、当社株式の継続保有を検討

するうえで重要な判断材料となると考えます。

以上を考慮した結果、当社としましては、大規模な買付行為を行う買付者において、株主の皆様の判断

のために、当社が設定し事前に開示する一定の合理的なルールに従って、買付行為に関する必要かつ十分

な情報を当社取締役会に事前に提供し、当社取締役会のための一定の評価期間が経過した後にのみ当該

買付行為を開始する必要があると考えております。

また、大規模な買付行為の中には、当社に回復し難い損害をもたらすなど、当社株主共同の利益を著し

く損なうものもないとは言えません。当社は、かかる買付行為に対して、当社取締役会が、当社が設定し事

前に開示する一定の合理的なルールに従って適切と考える方策をとることも、当社株主共同の利益を守

るために必要であると考えております（以上の当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方

に関する考え方について、以下「本基本方針」といいます。）。

Ⅱ　本基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止

するための取組み（当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）による取組み）の概要

当社は、本基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されるこ

とを防止するための取組みとして、平成20年6月26日開催の当社第51期定時株主総会における株主の皆様

からのご承認に基づき、特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社株券等

の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為

（市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いませんが、あらかじめ当社取締役会が同意し

た買付行為は、本対応方針の適用対象からは除外いたします。）を対象とする大規模買付ルールを設定

し、大規模買付者がこれを遵守した場合と遵守しなかった場合の対応方針（以下「本対応方針」といい

ます。）を導入しております。
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Ⅲ　本対応方針が本基本方針に沿うものであること、当社の株主の共同の利益を損なうものではないこと、

及び当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと、並びにその理由

①本対応方針が本基本方針に沿うものであること

本対応方針は、大規模買付ルールの内容、大規模買付行為が為された場合の対応方針、独立委員会の設

置、株主及び投資家の皆様に与える影響等を規定するものです。

本対応方針は、大規模買付者が大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に

提供すること、及び当社取締役会のための一定の評価期間が経過した後にのみ当該大規模買付行為を開

始することを求め、これを遵守しない大規模買付者に対して当社取締役会が対抗措置を講じることがあ

ることを明記しています。

また、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、大規模買付者の大規模買付行為が当社株

主共同の利益を著しく損なうものと当社取締役会が判断した場合には、かかる大規模買付者に対して当

社取締役会は当社株主共同の利益を守るために適切と考える対抗措置を講じることがあることを明記

しています。

このように本対応方針は、本基本方針の考え方に沿って設計されたものであるといえます。

②本対応方針が当社株主の共同の利益を損なうものではないこと

本基本方針は、当社株主の共同の利益を尊重することを前提としています。本対応方針は、本基本方針

の考え方に沿って設計され、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な

情報や当社取締役会の意見の提供、代替案の提示を受ける機会の提供を保障することを目的としており

ます。本対応方針によって、当社株主及び投資家の皆様は適切な投資判断を行うことができますので、本

対応方針が当社株主の共同の利益を損なうものではなく、むしろその利益に資するものであると考えま

す。

さらに、本対応方針の発効・延長が当社株主の皆様の承認を条件としており、当社株主が望めば本対

応方針の廃止も可能であることは、本対応方針が当社株主の共同の利益を損なわないことを担保してい

ると考えられます。

③本対応方針が当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと

本対応方針は、大規模買付行為を受け入れるか否かが最終的には当社株主の皆様の判断に委ねられる

べきことを大原則としつつ、当社株主共同の利益を守るために必要な範囲で大規模買付ルールの遵守の

要請や対抗措置の発動を行うものです。本対応方針は当社取締役会が対抗措置を発動する場合を事前か

つ詳細に開示しており、当社取締役会による対抗措置の発動はかかる本対応方針の規定に従って行われ

ます。当社取締役会は単独で本対応方針の発効・延長を行うことはできず、当社株主の皆様の承認を要

します。

また、大規模買付行為に関して当社取締役会が対抗措置をとる場合など、本対応方針に係る重要な判

断に際しては、必要に応じて外部専門家等の助言を得るとともに、当社の業務執行を行う経営陣から独

立している委員で構成される独立委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされていま

す。このように、本対応方針には、当社取締役会による適正な運用を担保するための手続きも盛り込まれ

ています。

以上から、本対応方針が当社役員の地位の維持を目的とするものでないことは明らかであると考えてお

ります。
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第３ 【設備の状況】

(1)　主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2)　設備の新設、除却等の計画

①重要な設備計画の変更

前連結会計年度末に計画していた設備計画は、以下のように変更いたしました。

会社名
事業所名

所在地

セグメントの
名称

設備の

内容

投資予定額
資金調達

方法

着手及び
完了予定 完成後の

増加能力

変更の

内容総額

(百万円)

既支払額

(百万円)
着手 完了

中部薬品
㈱

碧南店他８店舗

愛知県碧南市

ドラッグス
トア事業

店舗 992 173
自己資金
及び借入
金

平成21
年12月

平成23
年３月

販売力
の増加

完了予

定及び

物件数

の変更

　

②重要な設備計画の完了

前連結会計年度末に計画していた設備計画のうち、当第１四半期連結会計期間に完了したものは、以

下のとおりであります。

会社名
事業所名

所在地
セグメントの名称

設備の
内容

投資額

(百万円)
完了年月

完成後の

増加能力

㈱バロー

八日市店

滋賀県東近江市
スーパーマーケット事業 店舗 420平成22年４月 販売力の増加

堀越店

名古屋市西区
スーパーマーケット事業 店舗 390平成22年４月 販売力の増加

名和店

愛知県東海市
スーパーマーケット事業 店舗 1,172平成22年４月 販売力の増加

井口店

静岡県島田市
スーパーマーケット事業 店舗 119平成22年４月 販売力の増加

草津店

滋賀県草津市
スーパーマーケット事業 店舗 455平成22年５月 販売力の増加

松任店

石川県白山市
スーパーマーケット事業 店舗 312平成22年５月 販売力の増加

中部薬品㈱
矢作店他２店舗

愛知県岡崎市
ドラッグストア事業 店舗 175平成22年４月 販売力の増加

㈱アクトス
松山店

愛媛県松山市
スポーツクラブ事業 店舗 322平成22年５月 販売力の増加

　

当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設計画は以下のとおりでありま

す。

会社名
事業所名

所在地

セグメントの
名称

設備の

内容

投資予定額
資金調達

方法

着手及び完了予定
完成後の

増加能力総額

(百万円)

既支払額

(百万円)
着手 完了

㈱バロー

小牧岩崎店

愛知県小牧市

スーパーマー
ケット事業

店舗 485 29
自己資金

及び借入金

平成22年
４月

平成22年
10月

販売力の

増加

藤枝店

静岡県藤枝市

スーパーマー
ケット事業

店舗 564 93
自己資金

及び借入金

平成22年
５月

平成22年
11月

販売力の

増加
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①　【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 112,800,000

計 112,800,000

　

②　【発行済株式】

　

種類

第１四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成22年６月30日)

提出日現在

発行数(株)

(平成22年８月13日)

上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式 52,661,699 52,661,699

東京証券取引所
市場第一部
名古屋証券取引所
市場第一部

単元株式数は100株で
あります。

計 52,661,699 52,661,699－ －

(注)　提出日現在の発行数には、平成22年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。

　
(2) 【新株予約権等の状況】

①　新株予約権付社債

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであり

ます。

第２回無担保転換社債型新株予約権付社債（平成20年12月24日発行）

　
第１四半期会計期間末現在

(平成22年６月30日)

新株予約権の数（個） 40

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 3,076,923

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当り1,300

新株予約権の行使期間 平成20年12月25日～平成24年12月20日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価額　　1,300

資本組入額 　 650

新株予約権の行使の条件
新株予約権の一部につきその行使を請求することはで
きない。

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権付社債は会社法第254条第２項本文及び第
３項本文の定めにより本社債又は本新株予約権の一方
のみを譲渡することはできない。

代用払込みに関する事項
本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本
新株予約権にかかる本社債とし、当該本社債の価額は、
その払込金額と同額とする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）１

新株予約権付社債の残高（百万円） 3,786
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(注)　１　組織再編等が生じた場合の承継会社等による新株予約権の交付

(１)組織再編等（第(２)項に定義する。）が生じた場合には、当社は、承継会社等（第(３)項に定義する。）

をして、本新株予約権付社債の要項に従って本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、

かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。ただし、

かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)その実行のた

めの仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ(ⅲ)当該組織再編等の全体から見て当社

が不合理であると判断する費用（租税を含む。）を当社又は承継会社等が負担せずに実行可能であるこ

とを前提条件とする。また、かかる承継及び交付を行う場合、当社は、承継会社等が当該組織再編等の効

力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本項に記載の当社の努力義

務は、当社が承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であることを予定して

いない旨の証明書を交付する場合には、適用されない。

(２)「組織再編等」とは、当社の株主総会（株主総会決議が不要な場合は、取締役会）における、(ⅰ)当社と

他の会社の合併（新設合併及び吸収合併を含むが、当社が存続会社である場合を除く。以下同じ。）、

(ⅱ)会社分割（新設分割及び吸収分割を含むが、本新株予約権付社債に基づく当社の義務が分割先の会

社に移転される場合に限る。）、(ⅲ)株式交換若しくは株式移転（当社が他の会社の完全子会社となる

場合に限る。以下同じ。）、(ⅳ)資産譲渡（当社の資産の全部若しくは実質上全部の他の会社への売却若

しくは移転で、その条件に従って本新株予約権付社債に基づく当社の義務が相手先に移転される場合に

限る。）又は(ⅴ)その他の日本法上の会社再編手続で本社債及び本新株予約権に基づく当社の義務が他

の会社に引き受けられることとなるものの承認決議の採択を総称する。

(３)「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び本新株予約権に係

る当社の義務を引き受ける会社をいう。

(４)第１項の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。

①新株予約権の数

当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する本新

株予約権の数と同一の数とする。

②新株予約権の目的である株式の種類

承継会社等の普通株式とする。

③新株予約権の目的である株式の数

承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条

件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、本号(ⅰ)又は(ⅱ)に従う。

(ⅰ) 合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を

行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会

社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使

したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株

式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又はその他の財産の価値を承継

会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領

できるようにする。

(ⅱ) 本号(ⅰ)以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を

行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再

編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換

価額を定める。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額

承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価

額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

当該組織再編等の効力発生日（場合により効力発生日から14日以内の日）から、別記「新株予約権の

行使期間」欄に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。

⑥その他の新株予約権の行使の条件

承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。

⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算

規則第17条第１項の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、

計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額

は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

⑧組織再編等が生じた場合

承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。
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⑨その他

承継会社等の新株予約権の行使により生じる１株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わな

い。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。

(５)当社は、第１項の定めに従い本社債に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、

本新株予約権付社債の要項の趣旨に従う。

　　２　自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件

(１)当社は、本社債について期限の利益を失っていないこと及び本号①(ⅱ)に定める金銭全額を本号(2)に

定める日までに本新株予約権付社債の社債権者に対して預託したことを条件として、平成24年12月14日

（以下「取得日」という。）に、同日に残存する本新株予約権に係る本新株予約権付社債の全部を取得

し、本新株予約権付社債の全部を取得するのと引換えに、当該本新株予約権付社債の社債権者に対して、

本号①に定める交付財産を本号(2)に定める日において、交付する。

① 交付財産は、下記(ⅰ)及び(ⅱ)とする。

(ⅰ) 取得しようとする本新株予約権付社債の額面金額の9.1％に相当する額を520円又は取得日の前

10取引日までの30連続取引日における各１株当たり平均VWAPの平均値のいずれか大きい額で除

して得られる数の当社普通株式（ただし、１株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わな

い。また、計算の結果、単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請

求権が行使されたものとして現金により精算する。）

(ⅱ) 本号①(ⅰ)に定める当社普通株式の数に取得日の前10取引日までの30連続取引日における各１

株当たり平均VWAPの平均値を乗じて得た額を、取得しようとする本新株予約権付社債の額面金

額の109.1％に相当する額から差し引いて得られる額に相当する金銭

② 本号①に定める交付財産は、平成24年12月14日に本新株予約権付社債の社債権者に対して交付する

ものとする。但し、当社は、本号①(ⅱ)に定める金銭の額を平成24年12月13日（当日を含む。）までに

本新株予約権付社債の社債権者に対し預託するものとし、当該預託された金銭は平成24年12月14日

に本号②本文に定める交付財産に充当されるものとする。

(２)当社は、平成24年12月13日までに、本新株予約権付社債の社債権者に対して、本号①(ⅱ)に定める金銭を

本号②但書に定める預託金として交付するものとする。

当社は、本号に基づき取得した本新株予約権付社債を直ちに消却するものとする。

(３)本号において、「１株当たり平均VWAP」とは、当該取引日における株式会社東京証券取引所が発表する

当社普通株式の売買高加重平均価格をいう。

本号において、「取引日」とは、株式会社東京証券取引所が開設されている日（ただし、売買高加重平均

価格が発表されない日を除く。）をいう。

　　３　当該新株予約権は行使価額修正条項付社債券等であります。

(１)当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。

①取得条項について

平成24年12月14日（償還日５取引日前）に残存する本新株予約権付社債の全部を額面相当の現金

及び額面の9.1％相当の当社株式等を対価に取得いたします。このときに交付する当社株式は、最大

で70万株（平成20年９月30日現在の発行済株式数の1.33％程度）と上限が設けられており、額面の

9.1%相当に満たない場合には、不足分は現金を対価に取得いたします。

②高いアップ率による希薄化の抑制

本新株予約権付社債の転換価額は1,300 円（発行決議日の株価終値の145.58％程度）と時価を大

幅に上回る水準に設定されております。本新株予約権付社債の全額が転換された場合に発行される

（又は交付される）普通株式数は308万株程度（平成20年９月30日現在の発行済株式数の5.84％程

度）であり、一株当たり利益の希薄化は限定的です。

③金利コストの最小化

本新株予約権付社債は、ゼロクーポンで発行されるため、期中における支払負担はありませんが、前

述の取得条項に従い残存する本新株予約権付社債の全部を現金及び当社株式を対価に取得いたし

ます。本新株予約権付社債は、転換が進むにつれて取得条項による取得コストの逓減が図れるス

キームであり、また本新株予約権付社債の全額が転換された場合には、前述の取得条項に基づく取

得は行われません。

④本新株予約権付社債の転換の促進

本新株予約権付社債発行日の２年後以降、本新株予約権付社債に付された新株予約権（以下、「本

新株予約権」といいます。）の行使期間の最終日（行使期間の最終日が暦月末日でない場合前月末

日とする。）までの間の株価がその時点において有効な転換価額の120％を上回る等の条件を満た

している場合、大和証券エスエムビーシー株式会社(以下、「大和証券SMBC」といいます。)は一定の

範囲内でその保有する本新株予約権付社債を行使することを当社に約しております。これにより、

当社株価の上昇に伴った株式への緩やかな転換が促進され、将来の資本増強と、転換時の株価への

インパクトの抑制が期待できます。
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(２)当社の決定による本新株予約権付社債の全額の繰上償還を可能とする旨の条項はありません。

(３)当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項についての当該

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の所有者との間の取決め事項

該当事項ありません。

(４)当社の株券の売買に関する事項についての当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の所有者と

の間の取決め事項

該当事項ありません。

(５)当社の株券の貸借に関する事項についての当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の所有者と

当社の特別利害関係者等との間の取決め事項

該当事項ありません。

　
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　

　
第４四半期会計期間
(平成22年１月１日から
  平成22年３月31日まで)

第１四半期会計期間
(平成22年４月１日から
  平成22年６月30日まで)

当該四半期会計期間に権
利行使された当該行使価
額修正条項付新株予約権
付社債券等の数

─ ─

当該四半期会計期間の権
利行使に係る交付株式数

─ ─

当該四半期会計期間の権
利行使に係る平均行使価
額等

─ ─

当該四半期会計期間の権
利行使に係る資金調達額

─ ─

当該四半期会計期間の末
日における権利行使され
た当該行使価額修正条項
付新株予約権付社債券等
の数の累計

─ ─

当該四半期会計期間の末
日における当該行使価額
修正条項付新株予約権付
社債券等に係る累計の交
付株式数

─ ─

当該四半期会計期間の末
日における当該行使価額
修正条項付新株予約権付
社債券等に係る累計の平
均行使価額等

─ ─

当該四半期会計期間の末
日における当該行使価額
修正条項付新株予約権付
社債券等に係る累計の資
金調達額

─ ─

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日

発行済株式

総数増減数

(千株)

発行済株式

総数残高

(千株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

平成22年6月30日 ─ 52,661 ─ 11,916 ─ 12,670
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(6) 【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において大株主の異動は把握してお

りません。

　

(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できず、記

載することができませんので、直前の基準日である平成22年３月31日の株主名簿により記載しておりま

す。

①　【発行済株式】

平成22年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 1,728,500

完全議決権株式（その他）
普通株式

508,434 －
　 50,843,400

単元未満株式 普通株式 89,799 － １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 　 52,661,699 － －

総株主の議決権 － 508,434 －

(注) 「単元未満株式」には、当社所有の自己株式78株が含まれております。

　

②　【自己株式等】

平成22年３月31日現在

所有者の氏名

又は名称
所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(％)

（自己保有株式）
岐阜県恵那市

大井町180番地の１

　 　 　 　

株式会社バロー 1,728,500 － 1,728,500 3.3

計 － 1,728,500 － 1,728,500 3.3

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成22年

４月 ５月 ６月

最高(円) 816 781 733

最低(円) 757 687 684

(注)　株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び前第１四半期連

結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づ

き、当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第１四半期連結累

計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて

作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結会計期間（平成21年４月

１日から平成21年６月30日まで）及び前第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30

日まで）に係る四半期連結財務諸表について、また、当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日から平

成22年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）に

係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,638 9,841

受取手形及び売掛金 3,727 3,661

商品及び製品 20,042 18,917

原材料及び貯蔵品 325 334

その他 5,754 6,382

貸倒引当金 △21 △19

流動資産合計 43,466 39,117

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 61,720 59,699

土地 30,704 30,335

その他（純額） 9,467 9,830

有形固定資産合計 *1
 101,893

*1
 99,865

無形固定資産

のれん 1,265 1,404

その他 5,426 5,367

無形固定資産合計 6,692 6,771

投資その他の資産

差入保証金 21,949 21,948

その他 9,978 9,286

貸倒引当金 △549 △549

投資その他の資産合計 31,378 30,685

固定資産合計 139,964 137,323

資産合計 183,431 176,440

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 25,762 23,317

短期借入金 39,218 36,968

未払法人税等 1,456 2,370

賞与引当金 2,600 1,528

引当金 407 473

資産除去債務 15 －

その他 11,516 10,247

流動負債合計 80,976 74,906
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

固定負債

社債 4,139 4,180

長期借入金 23,256 24,728

退職給付引当金 2,369 2,342

引当金 *2
 1,313

*2
 1,283

負ののれん 204 216

資産除去債務 3,002 －

その他 *2
 10,401

*2
 10,203

固定負債合計 44,686 42,955

負債合計 125,663 117,862

純資産の部

株主資本

資本金 11,916 11,916

資本剰余金 12,670 12,670

利益剰余金 34,910 35,647

自己株式 △2,214 △2,213

株主資本合計 57,283 58,021

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △324 △261

評価・換算差額等合計 △324 △261

新株予約権 344 344

少数株主持分 464 473

純資産合計 57,767 58,578

負債純資産合計 183,431 176,440
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

売上高 82,370 88,058

売上原価 63,846 68,076

売上総利益 18,524 19,981

営業収入 3,241 3,358

営業総利益 21,765 23,340

販売費及び一般管理費 *1
 20,119

*1
 21,447

営業利益 1,645 1,892

営業外収益

受取利息 40 42

受取配当金 22 17

持分法による投資利益 13 10

受取事務手数料 143 143

受取賃貸料 170 184

負ののれん償却額 3 12

その他 179 161

営業外収益合計 574 571

営業外費用

支払利息 180 161

不動産賃貸原価 221 263

その他 27 15

営業外費用合計 429 440

経常利益 1,790 2,024

特別利益

固定資産売却益 1 －

前期損益修正益 － 10

債務保証損失引当金戻入額 *2
 403 －

違約金収入 － 5

その他 10 1

特別利益合計 415 16

特別損失

固定資産売却損 0 4

固定資産除却損 11 98

減損損失 － 9

持分法による投資損失 *2
 411 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,483

その他 91 57

特別損失合計 514 1,654

税金等調整前四半期純利益 1,691 386

法人税、住民税及び事業税 1,261 1,465

法人税等調整額 △413 △842

法人税等合計 848 622

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △236

少数株主利益又は少数株主損失（△） 8 △8

四半期純利益又は四半期純損失（△） 835 △228
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,691 386

減価償却費 1,960 2,017

のれん償却額 166 130

減損損失 － 9

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 2

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5 26

受取利息及び受取配当金 △63 △60

支払利息 180 161

持分法による投資損益（△は益） △13 △11

固定資産除却損 11 98

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,483

売上債権の増減額（△は増加） △65 △65

たな卸資産の増減額（△は増加） △555 △1,115

仕入債務の増減額（△は減少） 2,180 2,444

その他 2,909 2,764

小計 8,407 8,272

利息及び配当金の受取額 29 25

利息の支払額 △122 △116

法人税等の支払額 △1,375 △2,236

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,938 5,944

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △1,772 △2,140

無形固定資産の取得による支出 △53 △162

差入保証金の差入による支出 △483 △226

差入保証金の回収による収入 332 242

預り保証金の受入による収入 281 153

預り保証金の返還による支出 △139 △116

その他 △543 213

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,378 △2,037

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,246 2,479

長期借入れによる収入 10 －

長期借入金の返済による支出 △1,521 △1,702

社債の償還による支出 △108 △62

配当金の支払額 △454 △457

その他 △48 △100

財務活動によるキャッシュ・フロー 123 156

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,683 4,063

現金及び現金同等物の期首残高 9,000 9,259

現金及び現金同等物の四半期末残高 *1
 13,683

*1
 13,323
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

当第１四半期連結会計期間

(自　平成22年４月１日

至　平成22年６月30日)

１　連結の範囲に関する事項の変更
(1)　連結の範囲の変更

当第１四半期連結会計期間より、新たに設立した㈱セイソーを連結の範囲に含めております。
(2)　変更後の連結子会社の数

20社
２　会計処理基準に関する事項の変更

(1)　「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用
当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号　平成20年３月10
日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号　平成
20年３月10日）を適用しております。
これによる経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響額はありません。

(2)　「資産除去債務に関する会計基準」等の適用
当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年
３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20
年３月31日）を適用しております。
これにより、営業総利益は３百万円、営業利益は35百万円、経常利益は36百万円及び税金等調整前四半
期純利益は15億20百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額
は29億42百万円であります。

　

【表示方法の変更】

　

当第１四半期連結会計期間

(自　平成22年４月１日

至　平成22年６月30日)

（四半期連結損益計算書関係）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づき財務諸表等規則等の一
部を改正する内閣府令（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用に伴い、当第１四半期連結累計期間では、「少
数株主損益調整前四半期純損失」の科目を表示しております。

 

　前第１四半期連結累計期間において、特別利益の「その他」に含めていた「違約金収入」は、特別利益の総額100
分の20を超えたため、当第１四半期連結累計期間では区分掲記することにいたしました。なお、前第１四半期連結累
計期間の特別利益の「その他」に含まれる「違約金収入」は９百万円であります。

　

【簡便な会計処理】

　

当第１四半期連結会計期間

(自　平成22年４月１日

至　平成22年６月30日)

１　棚卸資産の評価方法
当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、一部実地棚卸しを省略し、前連結会計年度末の実地
棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

２　固定資産の減価償却費の算定方法
定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に
よっております。

３　経過勘定項目の算定方法
合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。

４　繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化が無く、か
つ、一次差異等の発生状況にも著しい変化が無いと認められる場合には、前連結会計年度において採用した将来
の業績予測、タックス・プランニングを利用する方法によっております。 

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第１四半期連結会計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）

該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　

当第１四半期連結会計期間末

(平成22年６月30日)

前連結会計年度末

(平成22年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　 72,882百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　 70,465百万円
 

※２　偶発債務

連結子会社以外の会社の金融機関等からの借入
金に対し、次の通り債務保証を行っております。

　㈱ヒルトップ 1,535百万円

　固定負債引当金

（債務保証損失引当金）

△567百万円

　固定負債その他

（持分法適用に伴う負債）

△286百万円

　その他３社 1,009百万円

　計 1,691百万円

 

※２　偶発債務

連結子会社以外の会社の金融機関等からの借入
金に対し、次の通り債務保証を行っております。

　㈱ヒルトップ 1,544百万円

　固定負債引当金

（債務保証損失引当金）

△561百万円

　固定負債その他

（持分法適用に伴う負債）

△302百万円

　その他３社 1,019百万円

　計 1,700百万円
 

　 　

　

(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

　

前第１四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日

至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日

至　平成22年６月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

広告宣伝費 962百万円

ポイント引当金繰入額 129百万円

給与手当 7,786百万円

賞与引当金繰入額 1,001百万円

賃借・リース料 3,617百万円

減価償却費 1,683百万円
 

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

広告宣伝費 1,016百万円

ポイント引当金繰入額 132百万円

給与手当 8,510百万円

賞与引当金繰入額 998百万円

賃借・リース料 3,793百万円

減価償却費 1,771百万円

 

※２　㈱ヒルトップの債務の返済に対する貸付を行った
ことによるものであります。

――――――――――

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第１四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日

至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日

至　平成22年６月30日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結
貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結
貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 13,872百万円

預入期間が３か月超の定期預金等 △189百万円

現金及び現金同等物 13,683百万円

　

現金及び預金 13,638百万円

預入期間が３か月超の定期預金等 △315百万円

現金及び現金同等物 13,323百万円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　

至　平成22年６月30日）

１　発行済株式の種類及び総数

株式の種類
当第１四半期

連結会計期間末

　普通株式 (株) 52,661,699

　

２　自己株式の種類及び総数

株式の種類
当第１四半期

連結会計期間末

　普通株式 (株) 1,730,070

　

３　新株予約権等の四半期連結会計期間末残高

会社名
目的となる

株式の種類

目的となる株式の数

(千株)

当第１四半期

連結会計期間末残高

(百万円)

提出会社 普通株式 3,076 344

　

４　配当に関する事項

(1)　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(百万円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年５月11日
取締役会

普通株式 509 10平成22年３月31日平成22年６月10日利益剰余金

　

(2)　基準日が当第１四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

　
流通事業

(百万円)

スポーツ
クラブ事業

(百万円)

その他の事業

(百万円)

計

(百万円)

消去又は全社

(百万円)

連結

(百万円)

営業収益 　 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に

対する営業収益
83,031 2,046 533 85,611 － 85,611

(2)セグメント間の内部

営業収益又は振替高
108 0 1 110 (110) －

計 83,139 2,047 534 85,721 (110) 85,611

営業利益
又は営業損失（△）

1,590 △66 44 1,567 △78 1,645

(注) １　事業の区分は、提供する商品とサービスの販売形態により区分しております。

２　各区分の主な製品

(1) 流通事業・・・・・・・スーパーマーケット、ホームセンター及びドラッグストア

(2) スポーツクラブ事業・・スポーツクラブ

(3) その他の事業・・・・・保険代理業、温泉事業等

　

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

連結会社に存外子会社がなく、また、重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

　

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

海外売上高がないため、該当事項はありません。

　

【セグメント情報】

（追加情報）

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号

 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第20号  平成20年３月21日）を適用しております。

　

１  報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の

決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、国内において主に小売業を中心とした事業を行っており、取り扱う製品及びサービス別の事業本部又は事業会

社を置き、それぞれ包括的な戦略を立案し、事業展開を行っております。

したがって、当社は、「スーパーマーケット事業」、「ホームセンター事業」、「ドラッグストア事業」、「スポーツクラ

ブ事業」及び「流通関連事業」を報告セグメントとしております。

「スーパーマーケット事業」はスーパーマーケットの営業、食品の製造加工業及び卸売業を行っております。「ホーム

センター事業」は、ホームセンターの営業を行っております。「ドラッグストア事業」は、ドラッグストアの営業を行って

おります。「スポーツクラブ事業」は、スポーツクラブの営業を行っております。「流通関連事業」は、商業施設の運営に

付帯関連した事業を行っております。
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２  報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

当第１四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日）

（単位：百万円）

　
スーパー
マーケット
事業

ホームセン
ター事業

ドラッグ
ストア事業

スポーツ
クラブ事業

流通関連
事業

その他
（注）

合計

営業収益 　 　 　 　 　
　

　

  外部顧客への営業収益 64,6709,56312,2482,140 1,447 1,28291,353

  セグメント間の内部営業
収益又は振替高

384 3 0 0 4,371 47 4,807

計 65,0559,56612,2482,141 5,818 1,32996,160

セグメント利益
又は損失（△）

1,344 363 138 △83 610 58 2,431

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ペットショップの営業、衣料

品等の販売業、保険代理店及び温泉施設の営業等であります。

３  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：百万円）

利    益 金    額

報告セグメント計 2,372

「その他」の区分の利益計 58

セグメント間取引消去 190

全社費用(注) △729

四半期連結損益計算書の営業利益 1,892

(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

　

(金融商品関係)

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動が

ありません。

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動が

ありません。

　

(デリバティブ取引関係)

当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　

(資産除去債務関係)

該当事項はありません。
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(賃貸等不動産関係)

該当事項はありません。

　

(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

1,118.34円
　

1,134.05円
　

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第１四半期連結
会計期間末

(平成22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 57,767 58,578

普通株式に係る純資産額（百万円） 56,958 57,760

差額の主な内訳（百万円） 　 　

新株予約権 344 344

少数株主持分 464 473

普通株式の発行済株式数（千株） 52,661 52,661

普通株式の自己株式数（千株） 1,730 1,728

１株当たり純資産額の算定に用いられた普
通株式の数（千株）

50,931 50,933

　

２　１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失等

第１四半期連結累計期間

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

１株当たり四半期純利益 16.40円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 16.24円

　　

１株当たり四半期純損失 4.48円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 －円

　

(注) １　当第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するもの

の、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

２　１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上

の基礎

項目
前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益
又は四半期純損失（△）（百万円）

835 △228

普通株式に係る四半期純利益又は四半期
純損失（△）（百万円）

835 △228

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式の期中平均株式数（千株） 50,934 50,931

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益
の算定に用いられた四半期純利益調整額
の主要な内訳（百万円）

－ －

四半期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 493 －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整
後１株当たり四半期純利益の算定に含ま
れなかった潜在株式について前連結会計
年度末から重要な変動がある場合の概要

－ －

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

平成22年５月11日開催の取締役会において、平成22年３月31日の最終の株主名簿に記載された株主

に対し、次のとおり期末配当を行うことを決議いたしました。

①　配当金の総額　　　　　　　　　　　　　509百万円

②　１株当たりの金額　　　　　　　　　　　10円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　平成22年６月10日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成21年８月13日

株式会社バロー

取締役会  御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　秦　　　　　博　　文　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　片　　岡　　　　　明　　印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社バローの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成

21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月

30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連

結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社バロー及び連結子会社の平成21年６

月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年８月12日

株式会社バロー

取締役会  御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    秦    　    博    文    印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    松    岡    和    雄    印

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社バローの平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成

22年４月１日から平成22年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年６月

30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連

結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社バロー及び連結子会社の平成22年６

月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

追記情報

「四半期連結財務諸表のための基本となる重要な事項等の変更」に記載されているとおり、会社は当第１

四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」を適用している。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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